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第１章 基本構想策定の趣旨 

１ これまでの経緯と策定の目的 

現在、朝霞市及び和光市（以下「両市」という。）では、両市が保有するごみ処理施設にお

いて、一般廃棄物の中間処理を単独で行っていますが、両市が保有するごみ焼却処理施設（以

下「焼却施設」という。）は建設後それぞれ25年、30年が経過し、近年、老朽化による処理能

力の低下や維持管理コストの増加が課題となっています。このため、維持保全計画に基づく基

幹整備等により延命化を図っている状況ですが、厳しい財政事情を踏まえた効率的なシステム

を念頭に、循環型社会の形成に寄与する全面的な施設更新に向けた取組みが急務となっていま

す。 

国においては、適正かつ持続可能なごみ処理を推進することを目的として、平成９年（1997

年）に「ごみ処理の広域化計画について（平成９年5月28日付け衛環第173号厚生省生活衛生局

水道環境部環境整備課長通知）」を発出し、各都道府県において広域化計画を策定し、複数の

市町村が共同して処理を行う「ごみ処理の広域化」を推進することを求めてきました。 

また、埼玉県においては、環境負荷の低減、リサイクルの推進や熱エネルギーの効率的回収、

財政負担の低減などを目的として、「ごみ処理の広域化」を推進していることから、両市にお

いても、これまで広域化によるごみ処理施設の更新を検討してきました。平成25年（2013年）

度に両市で行った協議では、建設候補地が両市とも見当たらなかったことや、広域化を推進す

るために新しいごみ処理施設の供用開始までに相当の期間を要することから、一旦断念した経

緯がありますが、単独で新施設を整備する場合には、近年の厳しい財政運営の中で、事業費の

増加による市政への負担が懸念されることや、両市のごみ処理施設の延命化により整備時期を

遅らせることが可能になったことから、平成30年（2018年）6月より広域化協議を再開するこ

とになりました。平成30年（2018年）8月には、建設用地を和光市内として焼却施設を共同で建

設することとした「朝霞市・和光市ごみ広域処理に関する基本合意書」が両市の間で締結され、

ごみの広域処理体制の構築に向けた検討が本格的に開始されました。また、平成31年（2019年）

3月には、国より「持続可能な適正処理の確保に向けたごみ処理の広域化及びごみ処理施設の

集約化について（平成31年3月29日付け環循適発第1903293号環境省環境再生・資源循環局廃棄

物適正処理推進課長通知）」が発出され、改めて安定的かつ効率的な廃棄物処理体制の構築の

推進が求められています。 

ごみ処理広域化基本構想（以下「本構想」という。）では、一般廃棄物処理をめぐる今後の

社会及び経済情勢を踏まえ、将来にわたる安定的かつ効率的なごみ広域処理体制の構築を推進

していくことを目的とし、両市のごみ処理の実態・ごみ処理の広域化を進める上での課題を整

理し、広域化を進めるための基本的事項を明らかにすることとします。 
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２ 本構想の位置づけ 

本構想は、両市のごみ処理広域化の基本的な方針を示すとともに、「朝霞市・和光市ごみ広

域処理に関する基本合意書」に定められた焼却施設の共同建設に向けた前提条件等について整

理するものです。 

本構想の位置づけを図 １-１に示します。本構想では、広域処理を推進していく観点から、

国や県の法律・計画を踏まえつつ、両市の各種上位計画との整合を図り、一般廃棄物処理基本

計画の内容を一部見直しています。 

また、近年リスクが高まる震災や異常気象による水害等を考慮し、両市の地域防災計画とも

連携を図りながら、今後の検討を進めるものとします。 

 

・第５次朝霞市一般廃棄物処理基本計画 ・第５次和光市一般廃棄物処理基本計画

・朝霞市環境基本計画 ・和光市環境基本計画

国、県の関連法制度等

 環境基本法

 循環型社会形成推進基本法

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

 資源の有効な利用の促進に関する法律

 個別リサイクル法※

 廃棄物処理基本方針

 環境基本計画

 循環型社会形成推進基本計画

 廃棄物処理施設整備計画

 埼玉県環境基本計画

 埼玉県廃棄物処理基本計画

 埼玉県ごみ処理広域化計画

施設整備

広域処理

ごみ処理広域化基本構想
（本構想）

両市の一般廃棄物の広域処理を目的と
し，長期的な視点から一般廃棄物処理
及び施設整備に関する基本的な方向性
などを取りまとめたもの

・施設整備基本計画
・循環型社会形成推進地域計画
・生活環境影響調査
・都市計画決定の手続き

・朝霞市総合計画 ・和光市総合振興計画

 
※ 個別リサイクル法には、容器包装リサイクル法、家電リサイクル法、建設リサイクル法、食品リサイクル

法、自動車リサイクル法、小型家電リサイクル法、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリ

ーン購入法）を含む。 

図 １-１ 本構想の位置づけ 

  



第１章 基本構想策定の趣旨 

3 

３ 策定手順と検討項目 

本構想の策定手順と検討項目を図 １-２に示します。 

 

第１章 基本構想策定の趣旨 

基本構想策定の背景及び目的を明らかにし、構想の位置づけを明確にします。 

↓ 

第２章 地域特性 第３章 ごみ処理の実態と将来推計 

両市の地域特性を明らかにします。 
両市のごみ処理の実態を把握し、ごみ量の整

理などを行います。 

↓ 

第４章 広域処理の基本方針 

両市のごみ処理の実態から課題を整理した上で、広域処理を具体化するための検討を行い、 

目指すべき方針を示します。 

↓ 

第５章 建設用地の設定 

建設用地の設定と当該用地における課題及び対応方針を整理します。 

↓ 

第６章 施設基本構想 

広域処理の基本方針を踏まえ、敷地条件、公害防止条件等を明らかにし、広域処理施設の整備

に必要となる各種検討を行います。 

↓ 

第７章 跡地利用計画 

広域処理施設の稼働後に用途廃止となる朝霞市クリーンセンター及び和光市清掃センターの

跡地利用について検討を行います。 

↓ 

第８章 事業主体 

事業主体のあり方について比較検討を行い、方向性を示します。 

↓ 

第９章 事業スケジュール 

本構想の策定から広域処理施設の稼働に至る一連のスケジュールを示します。 

↓ 

第１０章 概算事業費の算定 

設計・整備コスト及び維持管理・運営コストについて概算事業費を算定します。 

↓ 

第１１章 財源計画 

両市の実情を踏まえたうえで、交付金、起債、一般財源などの財源に係る諸条件を整理し、財

源計画の立案にあたり必要な項目について整理します。 

図 １-２ 策定手順と検討項目  
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４ 対象地域 

図 １-３に位置図を示します。 

両市の位置は、埼玉県の最南端、東寄りに位置し、東京への玄関口となる東京都板橋区、東

京都練馬区、また埼玉県戸田市、埼玉県志木市、埼玉県新座市に隣接しています。市域は、朝

霞市が18.34km2、和光市11.04がkm2となっており、総面積は29.38 km2となっています。 

 
図 １-３ 位置図 

 

５ 計画期間 

計画期間を図 １-４に示します。 

両市では、広域処理施設の早期稼働を念頭に、令和10年（2028年）度の供用開始を目指し、

広域の枠組み検討と合わせて必要な調査、計画の策定、各種手続きの他、建設工事を実施して

いきます。 

第６章施設基本構想内の検討事項については、広域処理施設の供用開始を予定する令和10年

（2028年）度までの検討を主としているため、本構想の目標年度を令和９年（2027年）度とし

ますが、施設規模の算定や跡地利用計画等については、計画期間に限らず検討し、整理するも

のとします。 

 

 
図 １-４ 計画期間 
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第２章 地域特性 

１ 沿革 

朝霞市は、昭和７年（1932年）、膝折村から朝霞町に町制施行し、昭和42年（1967年）３月、

市制を施行し、県下27番目の市となりました。 

戦前、戦時色が強まるなか、いくつかの軍事施設が移設してきました。また、戦後、アメリ

ア軍が進駐し、キャンプ朝霞（CAMP DRAKE）がつくられ、約30年間、基地の町として歩むこと

になりましたが、昭和49年（1974年）キャンプ地のほとんどが日本に返還され、キャンプ朝霞

の跡地には、現在、小学校をはじめ、陸上競技場などの公共施設が整備され、市民のスポーツ・

文化活動、さらには憩いの場として利用されています。 

昭和48年（1973年）には、国鉄（現：東日本旅客鉄道）武蔵野線が開通し、東武東上線、東

京メトロ有楽町線及び副都心線の相互乗り入れが実現するなど、都市としての利便性も一段と

高まっています。 

また、昭和59年（1984年）に始まった市民まつりは、平成７年（1995年）から「朝霞・彩夏

祭」の愛称で呼ばれ、朝霞の夏を彩る市内最大のイベントとして多くの人でにぎわっています。 

 

和光市は、昭和18年（1943年）、新倉村と白子村が合併し、大和町となり、昭和45年（1970

年）3月市制を施行し、県下29番目の市となりました。 

昭和28年（1953年）の自動車製造工場の進出を機に、工場誘致や市街化が進み、東京オリン

ピック開催に伴う周辺道路の整備や西大和団地の完成によって、都市化が一挙に進展し、今日

の市の姿が形づくられました。現在では、米軍基地の一部が返還され、跡地には国の機関など

の立地が進みました。 

昭和62年（1987年）の東京メトロ有楽町線の開通、和光市駅南口周辺の土地区画整理事業の

進展により、都内へ通勤・通学する市民が増加し、都市近郊の住宅都市として発展してきまし

た。 

さらに、平成４年（1992年）の東京外かく環状道路の供用開始、平成20年（2008年）の東京

メトロ副都心線の開通、平成25年（2013年）の東京メトロ副都心線の東急東横線・横浜高速鉄

道みなとみらい線との相互直通運転により、交通利便性が向上し、首都圏有数の交通の要衝と

なりました。 
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２ 地形・気象特性 

１） 地形 

両市は、ともに低地（荒川低地）と台地（武蔵野台地）に大別でき、坂の多い起伏に富んだ

地形をしており、台地と低地の境界、斜面には多くの湧水地があるのも両市の特徴です。 

朝霞市は、北東部には荒川と新河岸川が流れ、中央部を黒目川が東西に流れ、新河岸川に

合流しています。和光市は、北端には荒川と新河岸川、東京都との境には白子川が流れてい

ます。 

また、朝霞市の南東部、和光市の北西部の市境には、越戸川がほぼ南北に流れています。 

図 ２-１に位置図を示します。 

 

 

 

 

図 ２-１ 位置図 
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図 ２-２ 詳細位置図 
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２） 気象 

両市において、気象特性に大きな違いはないため、令和10年（2028年）度に供用開始を目

指す広域処理施設の建設が予定されている和光市における統計データを図 ２-３に示します。 

平成30年（2018年）における年間平均気温は16.8℃、年間降水量は1,295mmとなっています。 

 

 

  
 

＜平成30年（2018年）の月別降水量、気温推移＞ 

 
出典：和光市HP_統計わこう 01 自然 

(資料 埼玉県南西部消防本部) 

図 ２-３ 気象特性 
  

降水量（㎜）

日平均 日最高 日最低 合計

15.8 37.9 -3.1 1,840.0

16.4 38.1 -2.8 1,482.5

16.4 37.3 -2.9 1,491.0

15.8 37.7 -3.8 1,598.0

16.8 39.5 -5.1 1,295.0

1月 4.2 17.2 -5.1 29.5

2月 5.0 14.8 -2.2 15.5

3月 11.3 25.0 0.6 256.0

4月 16.9 30.1 5.9 66.5

5月 20.2 31.0 9.2 144.0

6月 23.0 34.8 14.4 113.0

7月 29.1 39.5 18.8 144.0

8月 28.7 39.0 18.4 106.5

9月 23.0 34.5 13.8 317.0

10月 19.0 34.2 10.8 51.0

11月 13.7 23.0 5.4 20.5

12月 7.8 22.4 -0.9 31.5
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３ 人口 

両市は、東京都に程近い場所に位置しているため、首都圏に就業の場を求める人々、東京方

面から持ち家を求めてくる人々により、急速に都市化が進んできました。人口は、近年、東京

都心への交通利便性が向上したことにより増加傾向にあります。 

朝霞市における平成31年（2019年）１月１日時点の総人口は140,004人、世帯数は65,225世

帯となっています。北朝霞駅には、東日本旅客鉄道武蔵野線、朝霞台駅には、東武東上線が乗

り入れており、東武東上線と東京メトロ副都心線は相互乗入運転を行っています。 

和光市における平成31年（2019年）１月１日時点の総人口は82,876人、世帯数は41,175世帯

となっています。和光市駅には、東武東上線、東京メトロ有楽町線及び副都心線の３つの鉄道

路線が乗り入れており、当駅は東京メトロ２路線の始発・終着駅となっています。 

 

 

  
 

 

 
 

出典：住民基本台帳（各年1月1日時点） 

 

図 ２-４ 人口推移 
  

朝霞市 和光市 朝霞市 和光市

H20 128,379   76,660   57,791   35,872   
H21 129,340   77,401   58,416   36,340   
H22 130,341   77,890   58,935   36,726   
H23 131,248   78,277   59,403   37,002   
H24 131,594   78,260   59,025   37,023   
H25 132,449   79,338   59,557   37,795   

H26 134,132   80,089   60,525   38,499   
H27 135,928   80,546   61,845   39,027   
H28 136,909   81,151   62,670   39,599   
H29 138,442   81,827   63,967   40,198   
H30 140,004   82,876   65,225   41,175   

人口（人） 世帯数（世帯）

128,379 129,340 130,341 131,248 131,594 132,449 134,132 135,928 136,909 138,442 140,004 

76,660 77,401 77,890 78,277 78,260 79,338 80,089 80,546 81,151 81,827 82,876 

0
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40,000
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140,000
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４ 産業 

平成28年（2016年）6月1日時点において、産業就業者数は、朝霞市の方が、和光市よりも

やや第二次産業に従事する就業者数の割合が高くなっており、第三次産業が全体の約80％、

第二次産業が約20％を占めており、第１次産業は１％未満となっています。産業事業所数は、

両市ともに同様の傾向が見られ、第三次産業が全体の約75％、第二次産業が約25％を占めて

おり、第１次産業は１％未満となっています。 

 

 

 

 
 

 

 
 

                                  単位：人 

 第一次産業 第二次産業 第三次産業 合計 
朝霞市 30(0.1%) 9,173(22.4%) 31,720(77.5%) 40,923 
和光市 3(0.0%) 3,468(11.1%) 27,678(88.9%) 31,149 
本地域 33(0.1%) 12,641(17.5%) 59,398(82.4%) 72,072 

出典：「平成28年経済センサス－活動調査 事業所に関する集計 表2-1」 

 

図 ２-５ 産業就業者数（平成 28 年（2016 年）度） 

 

33人、

0.1%

3人、

0.0%

30人、

0.1%

12,641人、

17.5%

3,468人、

11.1%

9,173人、

22.4%

59,398人、

82.4%

27,678人、

88.9%

31,720人、

77.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

本地域

和光市

朝霞市

第一次産業 第二次産業 第三次産業

40,923 人,

57%

31,149 人，

43%
朝霞市 和光市
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                              単位：事業所 

 第一次産業 第二次産業 第三次産業 合計 
朝霞市 5(0.1%) 850(23.8%) 2,725(76.1%) 3,580 
和光市 1(0.1%) 360(28.6%) 899(71.3%) 1,260 
本地域 6(0.1%) 1,210(25.0%) 3,624(74.9%) 4,840 

出典：「平成28年経済センサス－活動調査 事業所に関する集計 表2-1」 

 

図 ２-６ 産業事業所数（平成 28 年（2016 年）度） 
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表 ２-１ 両市の産業（平成 28 年（2016 年）度） 
 

単位：事業所        単位：人 

 
出典：「平成 28 年経済センサス－活動調査 事業所に関する集計 表 2-1」 

  

3,580       1,260       40,923     31,149      
第一次産業 　農林漁業（個人経営を除く） 5              1              30            3              
第二次産業 　鉱業，採石業，砂利採取業 - - - -

　建設業 459          187          2,654       1,292       
　製造業 391          173          6,519       2,176       

第三次産業 　電気・ガス・熱供給・水道業 2              - 1              -
　情報通信業 38            22            243          91            
　運輸業，郵便業 142          28            3,611        617          
　卸売業，小売業 694          264          7,210       1,907       
　金融業，保険業 40            8              771          37            
　不動産業，物品賃貸業 256          105          1,206       372          
　学術研究，専門・技術サービス業 109          93            3,366       21,280     
　宿泊業，飲食サービス業 437          85            3,933       538          
　生活関連サービス業，娯楽業 326          75            1,897       357          
　教育，学習支援業 120          48            1,197        543          
　医療，福祉 348          108          5,296       1,456       
　複合サービス事業 8              - 66            -
　サービス業(他に分類されないもの) 205          63            2,923       480          

和光市

事業所数 従業員数

和光市
合計

産  業  大  分  類
朝霞市 朝霞市
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５ 土地利用状況 

朝霞市は平成30 年（2018 年）時点において、市域面積のうち、約12％が農用地（田畑）で、

宅地は約39％、山林・原野が約２％となっています。市街地は台地部全体に広がっており、鉄

道駅を中心に商業地、その周辺を住宅地が取り囲んでいます。また、黒目川と新河岸川に沿っ

た地域は、田畑が多く残されています。 

和光市は、和光市駅周辺を中心に宅地が多く分布しており市の約５割を占めています。田畑

は約１割を占めており、東武東上線北側の地区や荒川・新河岸川周辺の市街化調整区域に多く

残されていますが、市域内では土地区画整理事業が進捗しており、田畑の宅地化が進んでいま

す。また、和光北インター付近に工業用地が分布しています。 

 

 

 
 

 
出典：統計あさか、統計わこう 

※ 「その他」とは、墓地、境内地、水道用地、用悪水路、公衆用道路及び公園等をいう 

図 ２-７ 土地利用状況（平成 30 年（2018 年）） 
 

  

総  数 田 畑 宅　地 池　沼 山　林 原　野 雑種地 その他

1,834 31 190 716 2 29 5 258 604

100.0% 1.7% 10.3% 39.0% 0.1% 1.6% 0.3% 14.1% 32.9%

1,104 0 101 540 0 7 0 98 359

100.0% 0.0% 9.1% 48.9% 0.0% 0.7% 0.0% 8.8% 32.5%構成比（%)

区分

朝霞市

和光市

面積（ha）

構成比（%)

面積（ha）

1.7%

0.0%

10.3%

9.1%

39.0%

48.9%

0.1%

0.0%

1.6%

0.7%

0.3%

0.0%

14.1%

8.8%

32.9%

32.5%

田 畑 宅 地 池 沼 山 林 原 野 雑種地 その他

朝霞市

和光市
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図６-１０ 浸水想定区域（新河岸川・柳瀬川・目黒川） 
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④ 雨水流出抑制施設（調整池）の規模 

「埼玉県雨水流出抑制施設の設置等に関する条例 許可申請・届出手引き（以下「手

引き」という。）」により、雨水流出増加行為に対する必要対策量は、次式により算定

します。 

 

 

 

この式において、A、Q、Va、Vb は、それぞれ次の数値を表します。 

 

A  ：宅地等以外の土地で行う雨水流出増加行為をする土地の面積（単位：ha） 

Q  ：雨水流出抑制施設の浸透効果量（単位：m3/s） 

※ 湛水想定区域での浸透効果量は、0m3/s とします。 

Va ：地域別調整容量 Va（単位：m3/ha） 

Vb ：地域別調整容量 Vb（単位：m3/s/ha） 

 

それぞれの値は、次のとおりです。 

 

A  ：2.54ha （約 25,420m2） 

Q  ：計画地周辺は湛水想定区域外であるが、容量の十分な確保のため Q は 

ゼロとする。 

Va ：950 m3/ha 県南ブロック 

 

これより、必要な雨水流出抑制施設（調整池）の規模は、次のとおりです。 

 

V ＝ 2.54×950 － 0 ≒ 2,413 [m３] 

 

（２）車路及び駐車場 

① 構内道路 

構内道路規格は、道路構造令第３種第４級、又は第３種第５級とします。設計速度は

20km/hとします。第３種第４級、及び第３種第５級の幅員構成は、図６－11に示すとお

りです。広域処理施設においては、１車線の場合の有効幅５ｍ以上、２車線の場合の有

効幅７ｍ以上とします。 

また、見学者及び作業員の動線とできる限り交錯しないよう配慮することとし、やむ

を得ず交差する場合には、安全に十分配慮した計画とします。 

 

 

雨水流出抑制施設の容量（V）（単位：m3） 

V ≧ A × Va － ( Q ÷ Vb ) × Va 
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※ 道路構造令の解説と運用（社団法人 日本道路協会、平成27年（2015年）６月）より作成 

図６-１１ 道路幅員構成 
 

② 駐車場 

駐車場は、運転職員用、一般来場者用、障がい者用、大型バス用（施設見学）、組合

用（公用車）分を見込むこととし、概ね40台分（普通車36台、障がい者用２台、大型バ

ス用２台）程度とします。 

 

③ 待機車両動線 

広域処理施設には一般持込車両を含む両市の搬入車両が集中します。特に、繁忙期は

時間当たり120台程度の一般持込車両が集中することが見込まれるため、極力敷地外に

待機車両が発生しないよう構内待機用道路を確保します。 

また、他事例も踏まえながら、一般持込車両の事前予約制度の導入等について検討が

必要です。 

 

（３）緑化面積 

「ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例」により、敷地面積3,000m２以上の建築を行う場合、

必要となる緑化基準を、表６-１５の算定方法に基づき確保する必要があります。建設予定

地は用途地域が定められていないため、敷地面積の25%を緑化する必要があります。 

平面上で確保できない場合は、建物の屋上・壁面緑化、植樹、駐車場等により必要面積

を確保することとします。 

 

表６-１５ 緑化面積の算定方法 

区域 緑化を必要とする面積 

用途地域が定められている区域 敷地面積 × （1 － 建ぺい率） × 0.5 

その他の区域 敷地面積 × 0.25 

 

広域処理施設における必要面積は、次のとおりです。 

 

必要面積 ＝ 25,420 × 25% ＝ 6,355 [m２]  
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（４）建設予定地内の道水路切り回しについて 

図６-１２に示すとおり、建設予定地内及び周辺には市が管理している道水路が敷設され

ています。 

広域処理施設を整備する際には、道水路の機能維持のために接続・連続性を確保するこ

との他、周辺土地利用への配慮が必要となります。 

 
 

 
図６-１２ 建設予定地内及び周辺の道水路の状況 
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図６-１３に、広域処理施設の整備に際して、道水路の接続・連続性を確保するための対

応方策（案）を示しますが、今後施設整備基本計画の検討を行う中で、管理者と詳細協議

を行うものとします。 

 

＜対応方策（案）＞ 

 敷地西側の道路（和光市道501号線）は、行き止まり道路とならないように、建設予

定地内の土地を活用し、付替え道路を整備すること等が考えられます。 

 敷地南側の水路は、排水勾配と排水断面等を調査した上で、既存の道路敷地内に埋

設管路を敷設する等の切回し工事を行うことが考えられます。 

 周辺道路の表面排水について、造成工事等により排水に支障が生じないよう配慮し

た計画とする必要があります。（可変側溝もしくは管路の整備等） 

 

 
図６-１３ 道水路の接続・連続性を確保するための対応案 
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３） 建築計画 

（１）広域処理施設の建築面積 

広域処理施設の建築面積は、同規模の他事例から想定し、6,300m２程度を見込みます。 

 

（２）必要となる管理諸室 

作業員休憩室、事務室、多目的室、トイレ、見学者通路、環境啓発施設、備蓄倉庫等を想

定します。 

 

（３）浸水対策 

循環型社会形成推進交付金におけるエネルギー回収型廃棄物処理施設の交付要件におい

て、「災害廃棄物の受け入れに必要な設備・機能については、地域の実情に応じ、災害廃

棄物処理計画において必要とされた設備・機能を整備すること。」とあるため、この内容

に準拠し、必要な設備・機能の整備を検討します。 

具体的には、プラットホームのレベルは浸水水位以上とし、プラットホームへの車両進

入及び退出のためのスロープを整備します。 

 

 

出典：「エネルギー回収型廃棄物処理施設整備マニュアル（令和元年５月改訂版）」（環境省）を参考に作成 

図６-１４ 浸水対策の一例 
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（４）ごみピットの形式 

近年、土木建築工事費が増加傾向にあることを踏まえ、施設整備費の削減に資する方策

として、ごみピットの形式として２段ピットを採用し、掘削工事数量を削減することが考

えられます。 

広域処理施設では、浸水対策としてプラットホームのレベルを浸水水位以上としなけれ

ばならないため、２段ピットを採用した場合、掘削工事数量のさらなる削減が期待されま

す。他方、２段ピットの採用により、ごみクレーンの運転方法について制約が生じる可能

性もあります。 

今後の施設整備計画の策定段階において、２段ピットの採用も視野に入れ検討します。 

 

  
図６-１５ ごみピットのイメージ 

 

４） 配置・動線計画 

（１）前提条件 

配置・動線計画に係る前提条件として、整備する各施設とその配置条件について示しま

す。 

① 計量機 

入口１カ所、出口１カ所の計２ヶ所とします。 

 

② 雨水流出抑制施設 

必要となる雨水流出抑制施設の容量を確保することが必要となります。配置の関係上、

地上部に整備できない場合は、地下部に整備することも可とします。 

 

③ 架空電線との離隔距離 

建設予定地の北西部から南東部にかけて、架空送電線が施設されているため、建造物

及び建設工事中の重機類との間に一定の隔離距離を設ける必要があります。 

また、不燃性・難燃性でない屋根や庇を設置する他、危険物を製造・取扱い及び貯蔵

する場合等、線下における建造物の計画には制限があるため、架空送電線の管理者と事

前に協議調整を行いながら進めます。 

 

貯留部

受入部
プラットホーム プラットホーム

▽GL ▽GL

掘削不要

＜１段ピット＞ ＜２段ピット＞
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④ 構内道路、駐車場、待機車両動線 

外構計画に示す条件に基づき整備します。 

 

⑤ 周辺環境との調和 

建設予定地の周辺環境に調和するよう、景観に配慮するとともに敷地内にはできる限

り緑地を配置します。 

 
⑥ その他 

建物内部に限らず、敷地内の通路及び駐車場等のアクセス動線については、ユニバー

サルデザインの考え方に基づき、バリアフリーにも十分配慮した計画とします。 
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６ 余熱利用構想 

１） 余熱利用の概要 

（１）余熱利用の意義 

近年のごみ処理施設では、ごみ焼却の際に発生する高温排ガスの持つ熱エネルギーを有

効に活用することで、環境負荷の低減に貢献する熱回収施設としての整備が多くなってい

ます。 

ごみの焼却に伴うエネルギーを電力や温水などとして活用することは、そのエネルギー

量に相当する外部エネルギーを削減できるため、外部エネルギーの生成に必要となる化石

燃料を削減することができ、省資源・省エネルギーに貢献することができる他、温室効果

ガスの発生抑制にも繋がり、持続可能な循環型社会の形成に寄与することができます。 

また、災害時における停電への対応の面からも、ごみ焼却発電は、災害時のバックアッ

プ機能としての意義も高くなっています。 

 

（２）熱利用形態と利用可能量の考え方 

広域処理施設では施設規模が両市の既存施設よりも大きくなり、焼却に伴う熱エネルギ

ーを効率的に回収する熱回収施設としての整備が可能になるため、本項では余熱利用の考

え方について整理します。 

ごみ焼却の際に発生する熱エネルギーの利用形態は、主に熱供給（場内利用、場外利用）

及び発電に大別されます。 

余熱利用形態のイメージを図６-１６、図６-１７に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６-１６ 焼却に伴う熱のエネルギーの利用形態 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図６-１７ 場内余熱利用の例 
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次に、余熱利用可能量の考え方について図６-１８に示します。 

熱利用の収支については、ごみの持込熱量と循環熱を合わせた熱量がベースとなり、まず

始めに、場内プラント設備に利用する熱量として一部が優先的に失われます。その残りの熱

量を場内建築関係設備、場外周辺施設、発電へ利用することが可能となります。 

このうち、発電利用については、施設で必要となる電力利用のほか、電力会社の送電網へ

の逆潮流による売電が考えられます。このことにより、施設利用電力（買電量）の削減や売

電収入による経済効果及び温室効果ガスの排出量削減が期待できます。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

図６-１８ 各種設備への熱量収支 

 

  

※ 場内建築関係余熱利用、場外 

余熱利用及び発電に必要な熱量 

割合は、タービンの形式・余熱 

利用形態によって異なります。 
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２） 広域処理施設における余熱利用の可能性 

（１）余熱利用と交付金制度の関係 

本年度より、廃棄物処理施設において、高効率な廃熱利用と大幅な省エネルギー化が可

能な設備の導入により得られるエネルギーを有効活用し、エネルギー起源のCO2の排出抑制

を図ることを目的とした「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(廃棄物処理施設を核と

した地域循環共生圏構築事業)」が創設されたため、発電等の余熱利用を行う焼却施設には、

以下の３つの交付金・補助金が利用可能となっています。 

また高効率の熱回収施設では交付率の嵩上げなどがあることから、計画段階において施

設の仕様や交付要件等について精査し、エネルギー回収率についても検討しておく必要が

あります。 

 

表６-１６ ３Ｒ交付金の交付要件比較 
交付要件（「エネルギー回収型廃棄物処理 

施設整備マニュアル（令和元年５月改訂版）」 

（環境省）より抜粋） 

① 循環型社会 

形成推進交付金 

② 二酸化炭素 

排出抑制対策事

業費等補助金 

③ 廃棄物処理 

施設整備交付金 

災害廃棄物

処理計画の

策定 

整備する施設に関して災害廃

棄物対策指針を踏まえて地域

における災害廃棄物処理計画

を策定して災害廃棄物の受入

に必要な設備を備えること。 

交付対象外 

（１/２の場合は 

必須） 

交付対象外 

交付対象 

（１/２の場合は 

必須） 

二酸化炭素

排出量抑制

対策 

二酸化炭素排出量が「事業活動

に伴う温室効果ガスの排出抑

制等及び日常生活における温

室効果ガスの排出抑制への寄

与に係る事業者が講ずべき措

置に関して、その適切かつ有効

な実施を図るために必要な指

針」に定める一般廃棄物焼却施

設における一般廃棄物処理量

当たりの二酸化炭素排出量の

目安に適合するよう努めるこ

と。 

１/２の場合は 

必須 
必須 

１/２の場合は 

必須 

施設の 

長寿命化 

施設の長寿命化のための施設

保全計画を策定すること。 
必須 必須 必須 

地域計画の

策定 
  必須 必須 必須 

固定価格 

買取制度 

（FIT 制度） 

  適用可 適用不可 適用可 

 

 

 

  

【交付金制度の特徴・留意点】 

・ ① 循環型社会形成推進交付金、③ 廃棄物処理施設整備交付金については、災害廃棄物 

処理計画の策定・災害廃棄物の受入に必要な設備の設置が交付率１/２の交付要件とな 

っています。 

・ ② 二酸化炭素排出抑制対策事業交付金は要件が少ないが、売電に FIT 制度が適用できな 

い点に留意する必要があります。 
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表６-１７ エネルギー回収型廃棄物処理施設の交付要件 

 

① 循環型社会形成推進交付金 

③ 廃棄物処理施設整備交付金 

（交付率１/２） 

 

【交付要件】 

 ■エネルギー回収率： 

規模に応じた下表の要件 

 

施設規模（t/日） 
エネルギー

回収率(%) 

100 以下 17.0 

100 超、150 以下 18.0 

150 超、200 以下 19.0 

200 超、300 以下 20.5 

300 超、450 以下 22.0 

450 超、600 以下 23.0 

600 超、800 以下 24.0 

800 超、1000 以下 25.0 

1000 超、1400 以下 26.0 

1400 超、1800 以下 27.0 

1800 以上 28.0 

 

 ■整備する施設に関して災害廃棄

物対策指針を踏まえて地域にお

ける災害廃棄物処理計画を策定

して災害廃棄物の受入に必要な

設備を備えること 

 

 ■二酸化炭素排出量が「事業活動

に伴う温室効果ガスの排出抑制

等及び日常生活における温室効

果ガスの排出抑制への寄与に係

る事業者が講ずべき措置に関し

て、その適切かつ有効な実施を

図るために必要な指針」に定め

る一般廃棄物焼却施設における

一般廃棄物処理量当たりの二酸

化炭素排出量の目安に適合する

よう努めること 

 

 ■施設の長寿命化のための施設保

全計画を策定すること 

 

  

① 循環型社会形成推進交付金 

③ 廃棄物処理施設整備交付金 

（交付率１/３） 

 

【交付要件】 

 ■エネルギー回収率： 

規模に応じた下表の要件 

 

施設規模（t/日） 
エネルギー

回収率(%) 

100 以下 11.5 

100 超、150 以下 14.0 

150 超、200 以下 15.0 

200 超、300 以下 16.5 

300 超、450 以下 18.0 

450 超、600 以下 19.0 

600 超、800 以下 20.0 

800 超、1000 以下 21.0 

1000 超、1400 以下 22.0 

1400 超、1800 以下 23.0 

1800 以上 24.0 

 

 ■エネルギー回収率 15.0％以上

（施設規模 151～200ｔ/日の場

合） 

 

 ■施設の長寿命化のための施設保

全計画を策定すること 

  

② 二酸化炭素排出抑制対策事業費

等補助金 

（交付率１/２） 

 

【交付要件】 

 ■エネルギー回収率： 

規模に応じた下表の要件 

 

施設規模（t/日） 
エネルギー

回収率(%) 

100 以下 11.5 

100 超、150 以下 14.5 

150 超、200 以下 15.0 

200 超、300 以下 16.5 

300 超、450 以下 18.0 

450 超、600 以下 19.0 

600 超、800 以下 20.0 

800 超、1000 以下 21.0 

1000 超、1400 以下 22.0 

1400 超、1800 以下 23.0 

1800 以上 24.0 

 

 ■二酸化炭素排出量が「事業活動

に伴う温室効果ガスの排出抑制

等及び日常生活における温室効

果ガスの排出抑制への寄与に係

る事業者が講ずべき措置に関し

て、その適切かつ有効な実施を

図るために必要な指針」に定め

る一般廃棄物焼却施設における

一般廃棄物処理量当たりの二酸

化炭素排出量の目安に適合する

よう努めること 

 

 ■施設の長寿命化のための施設保

全計画を策定すること 

 

以上を踏まえ、広域処理施設においては、災害時での安定性、環境性、経済性を企図し、

① 循環型社会形成推進交付金（交付率１/２）もしくは ③ 廃棄物処理施設整備交付金（交

付率１/２）を活用した焼却施設の整備を想定した余熱利用計画の検討を行います。焼却施設

の施設規模である 173ｔ/日の場合、エネルギー回収率は 19.0%を満足する必要があります。 
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（２）広域処理施設の余熱利用量の試算 

広域処理施設から発生する余熱利用量を想定するため、定格発電出力及びエネルギー回

収率を式（ⅰ）及び（ⅱ）を用いて試算します。 

 

① 定格発電出力…（ⅰ） 

定格発電出力は、近年の他事例（表６-１８参照）の実績における、施設規模(t/日)と基

準ごみの低位発熱量(kJ/kg)の積と定格発電出力(kW)の関係から導かれる近似式（図 ６-

１９参照）から求めます。 

 

図 ６-１９ 施設規模(t/日)と基準ごみの低位発熱量(kJ/kg)の積と定格発電出力(kW)の関係 

 

表 ６-１８ 施設規模・基準ごみのごみ発熱量と定格発電出力との関係（他事例） 

都道府県

名 
地方公共団体名 施設名称 

施設規模 

（t/日） 

ごみ発熱量 

（kJ/kg） 

定格発電 

出力（kW） 

北海道 岩見沢市 
いわみざわ環境クリーンプラザ

焼却施設 
100 9,145 1,200 

岩手県 岩手中部広域行政組合 岩手中部クリーンセンター 182 9,166 4,100 

長野県 湖周行政事務組合 諏訪湖周クリーンセンター 110 7,899 2,050 

静岡県 御殿場市・小山町広域行政組合 富士山エコパーク焼却センター 143 8,864 2,500 

大阪府 四条畷市交野市清掃施設組合 熱回収施設 125 10,570 3,100 

兵庫県 北但行政事務組合 クリーンパーク北但 142 7,383 2,850 

奈良県 やまと広域環境衛生事務組合 
やまと広域環境衛生事務組合新

ごみ処理施設 
120 7,923 1,990 

和歌山県 紀の海広域施設組合 紀の海クリーンセンター 135 7,534 1,950 

山口県 防府市 防府市クリーンセンター（可燃） 150 7,800 3,600 

愛媛県 今治市 今治市クリーンセンター（可燃） 174 8,326 3,800 

愛媛県 宇和島地区広域事務組合 
宇和島地区広域事務組合 環境

センター 
120 8,828 2,778 

 出典：廃棄物処理技術情報「一般廃棄物処理実態調査結果（平成 29 年（2017 年）度）」（環境省）より作成 

※ 試算上外部燃料の影響を除くためより、外部燃料を使用している可能性がある、または使用している焼却

方式を除き、最も一般的な方式であるストーカ方式を抽出しました。 

  

【焼却施設事例抽出条件】 

・ 供用開始年度：平成 25 年（2013 年）以降（エネルギー回収率の基準に関する調査（環境省）の実施年

を考慮） 

・ 施設規模：100～200t/日  ・処理方式：ストーカ式 

・ 発電能力及びごみ発熱量について記載のある事例 

（ごみ発熱量（kJ/kg）× 施設規模（t/日）× 1,000kg/t ÷ 1,000kJ/MJ -517,341.1）÷235.4 

y = 235.4 x + 517,341.1 
R² = 0.7 

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000

(MJ/日)

(kW)
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式（ⅰ）に、本組合で想定されるごみ発熱量9,300kJ/kg（≒2,200kcal/kg）を代入し、

定格発電出力(kW)を試算すると、 

 

{（9,300kJ/kg × 173t/日 × 1,000kg/t ÷ 1,000kJ/MJ）- 517,341.１} ÷ 235.4 

＝ 4,637kW（≒4,640kW）となり、定格発電出力は、約4,640kWと推定されます。 

 

※ ごみ発熱量 9,300kJ/kg（平成 21 年（2009 年）度～平成 30 年（2018 年）度の 

ごみ質分析結果の平均） 

※ 施設規模 173t/日 

※ 外部燃料発熱量及び外部燃料投入量はないものと仮定します。 

 

② エネルギー回収率…（ⅱ） 

エネルギー回収率は、発電効率と熱利用率の和と定義され、熱利用に0.46を乗じること

で電気換算を行う算出式となっています。なお、有効熱量には、図 ６-２０のとおり、平

成26年度からは、場内プロセス熱利用は含まれないこととなっています。 

式（ⅱ）より、エネルギー回収率(%)を試算すると、 

 

4,640kW × 3,600kJ/kWh × 100% ÷ (9,300kJ/kg × 173t/日/24h ×1,000kg/t)  

＝ 24.9%となり、高効率エネルギー回収型の交付要件である19.0%以上と推定されます。 

 

また、現段階で有効熱量を設定することは困難であるため、エネルギー回収率のうち、

有効熱量を除く、推定される発電効率19.0%を満たす場合の発電出力(kW)及びごみ発熱量

（KJ/kg）について、表６-１９に示します。 

 

２炉運転の場合（173t/日処理する場合）の発電出力(kW)は、式（ⅱ）より、 

 

19% × 9,300kJ/kg × 173t/日/24h × 1,000kg/t ÷（3,600kJ/kWh × 100%） 

＝ 3,538kW（≒3,540kW）となります。 

 

表 ６-１９ 発電効率 19.0%を満たす場合の発電出力(kW)及びごみ発熱量(kJ/kg) 

 全ごみ入力熱量により 

発電する場合 

発電効率 19.0%で 

発電する場合（２炉運転） 

発電効率(%) 22.9 19.0 

発電出力(kW) 4,640 3,540 

ごみ発熱量（kJ/kg） 9,300 

  

/h)外部燃料投入量(kg/㎏)外部燃料発熱量(kJ)1,000(kg/t24(h)施設規模(t/日)g)ごみ発熱量(kJ/k

100(％)0.46}有効熱量(kJ/h)Wh)3,600(kJ/k){定格発電出力(kW





 
  
出典：「エネルギー回収型廃棄物処理施設整備マニュアル（令和元年５月改訂版）」（環境省） 
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また、エネルギー回収率の交付要件は、建設中又は建設予定の平成25年（2013年）度か

ら平成29年（2017年）度の間に竣工するごみ発電施設の発電効率の調査結果やプラントメ

ーカーへのヒアリングにより把握した、現状の技術により到達可能な発電効率のレベルに

基づき設定されているため、広域処理施設においても満足する可能性は十分にあると推測

されます。 

しかし、前頁で示した試算結果は施設規模と基準ごみ質から定格発電出力を推測したも

のであり、今後プラントメーカーに技術ヒアリングを行い、広域処理施設の与条件に基づ

いた定格発電出力と有効熱量を確認する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ６-２０ 有効熱量の考え方 
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３） 広域処理施設における余熱利用形態 

（１）現有施設における余熱利用 

和光市清掃センターにおいては、余熱利用設備として給湯設備（トイレ・浴室等）を有

しています。朝霞市クリーンセンターにおいては、余熱利用設備を有していますが、現在

は使用していません。 

 

（２）広域処理施設において考えられる余熱利用形態 

余熱利用形態については、余熱の効率的利用の観点から、発電及び温水等の場内利用を

優先して考え、場外利用については、施設運営費が削減できる電力会社への売電を今後具

体的に検討していくこととし、地域特性や、周辺ニーズ、経済性等を勘案したうえで、施

設整備基本計画の策定段階において、処理方式と合わせて方向性を示します。 

なお、広域処理施設において考えられる余熱利用形態については、導入事例も多く、標

準的なストーカ方式（タービン排気蒸気の熱利用無し）を想定して整理します。 

① 熱供給・発電（場内利用） 

広域処理施設場内における余熱利用として、プラント関係設備への熱供給が想定され

ます。場外利用に供給可能な熱量は、表 ６-２０のとおりです。 

また、広域処理施設場内において、建築関係設備への熱供給については、発電した電

力による給湯や冷暖房設備等に用いることが想定されます。 

１炉運転の場合（86.5t/日処理する場合）の発電効率が、他事例より14％（２炉運転

時の74%の効率）と想定すると、発電出力(kW)は、式（ⅱ）より、 

 

14% × 9,300 kJ/kg × 86.5 t/日/24h × 1,000 kg/t ÷（3,600 kJ/kWh × 100%） 

＝ 1,300kW となります。 

 

１炉運転の場合、ごみ発熱量から想定される全ごみ入力熱量から、交付要件を満足す

るために必要な発電用熱量及び広域処理施設場内（場内プラント関係設備）で必要とな

る熱量を除いた熱量は、図 ６-２１より、12,100 MJ/h（＝12.1 GJ/h×1,000 MJ）と試

算することができます。また、１炉運転時の発電電力量は１時間あたり1,300kWh、売電

量は１時間あたり250kWhであるため、場外への余熱供給を行うことを想定した場合、当

該発電電力量によって場内で必要となる消費電力量を十分に賄うことができず、電気事

業者から購入する電力により消費電力を補填することが必要となる可能性があります。 
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表 ６-２０ 場外余熱供給に利用可能な熱量 

項目 単位 ２炉運転時 １炉運転時 備考 

① 焼却処理量 t/日 173 86.5  

② 低位発熱量 kJ/kg 9,300 9,300 基準ごみ 

③ ごみ入力熱量 GJ/h 67.0 33.5 ＝①÷24 時間×②÷1,000 

④ 熱回収量 GJ/h 57.0 28.5 ＝③×約 85％※１（ボイラ効率） 

⑤ 場内熱消費量 

（プラント関係設備） 
GJ/h 23.5 11.7 ＝③×35％※２ 

⑥ 発電用熱量 GJ/h 12.7 4.7 ＝⑥-B×3,600kJ/kWh÷106kJ/GJ 

 ⑥-A 発電効率 ％ 19.0 14.0 
２炉運転時：高効率エネルギー回収型の交付要件 

１炉運転時：他事例より 14％（２炉運転時の 74%の効率） 

 ⑥-B 発電出力 kW 3,540 1,300 式（ⅰ）より算出 

⑦ 場外余熱供給する

場合の利用可能な熱量 
GJ/h 20.8 12.1 ＝④－⑤－⑥ 

⑧ 場内使用電力 kW 1,270 1,050 プラント、建築・照明含む（基準ごみ、春秋季の場合）※３ 

⑨ 売電量 kW 54,480 6,000 ＝（⑥－B）－⑧×24h 

※ １「ごみ処理施設整備の計画・設計要領（2017 改訂版）」（公益社団法人 全国都市清掃会議） 

※ ２、３ 他事例の実績より設定。 
 
 

 
 

図 ６-２１ 場外余熱供給に利用可能な熱量の算出過程（1 炉運転時） 
 
 

② 熱供給・発電（場内利用）＋ 周辺施設への熱供給・売電（場外利用） 

①で示した熱供給及び発電（場内利用）に加え、電力事業者への売電のほかに、近隣施

設である「和光市福祉の里（指定管理者：社会福祉法人 和光福祉会）」（以下「福祉の里」

という。）等、周辺施設への熱供給（給湯・冷暖房等）を行うことが考えられます。 

下記に福祉の里への設置が期待できる余熱利用設備と必要熱量を示します。 

 

 

 

 

 

１炉運転の場合 、ごみ発熱量から想定される全ごみ入力熱量から、交付要件を満足す

るために必要な発電用熱量及び広域処理施設場内（場内プラント関係設備）で必要とな

33.5GJ/h

16.8GJ/h 11.7GJ/h

12.1GJ/h 4.7GJ/h

ごみ入力熱量

熱回収量

余熱利用可能量

場内熱消費量

発電用熱量

余熱利用可能量

場外余熱利用可能量

【近隣施設への設置が想定される余熱利用設備と必要熱量（MJ/h）】 

■ 32 号 ガス湯沸器（59,500kcal/h）1 台：250MJ/h 

■  5 号 ガス湯沸器（1,300kcal/h） 4 台：20MJ/h（5MJ/h×4） 

■ 20 号 電気貯湯湯沸器（9,000kcal/h） 1 台：130MJ/h 



第６章 施設基本構想 

144 

る熱量を除いた熱量は12,100MJ/hであり、これが場外余熱供給に利用可能な熱量となり

ます。福祉の里への設置が期待できる設備と必要熱量は400 MJ/hであることから、福祉

の里への余熱供給は想定可能と考えます。（実際に熱供給する場合には、供給先の各設

備機器について調査を行い、熱効率を踏まえた判断が必要となります。） 

また、余熱利用の供給先として想定しうる設備と必要熱量について、参考として表 ６

-２１に示します。 

表 ６-２１ 場外余熱利用設備と必要熱量（参考） 

出典：「ごみ処理施設整備の計画・設計要領（2017 改訂版）」（公益社団法人 全国都市清掃会議） 

※ 本表に示す必要熱量、単位当たり熱量は一般的な値を示しており、施設の条件により異なる場合が

あります。 

 

４） 広域処理施設において場外余熱供給を行う場合の留意事項 

以上より、場外への余熱供給を行う場合は、以下の事項に留意する必要があります。 

・ 設備の故障・トラブル等による広域処理施設（焼却施設）の稼働停止を想定し、バッ

クアップ用の熱源（熱供給設備）を施設側で確保しておく必要があります。 

・ 表６-２０より、１炉運転時の場外への供給可能な余熱量は、２炉運転に比べて小さい

ものとなるため、１炉運転時に供給可能な熱量を元に場外余熱利用施設を計画する必要

があります。仮に２炉運転時に供給可能な熱量を元に場外余熱利用施設を計画した場合

は、１炉運転時における発電用熱量が減少し、電力を購入しなければならないバックア

ップ用の熱源（熱供給設備）を施設側で確保する必要があります。  

設備名称 設備概要（例） 利用形態 
必要熱量 

（MJ/h） 
単位当り熱量 備 考 

福祉センター 

給 湯 

収容人員 60 名 

１日（８時間） 

給湯量 16ｍ３/８h 

蒸 気

温 水 
460 230,000kJ/ｍ２ 50℃-60℃加温 

福祉センター 

冷 暖 房 

収容人員 60 名 

延床面積 2,400ｍ２ 

蒸 気

温 水 
1,600 670kJ/ｍ２･h 

冷房の場合は暖房時必要熱量×

1.2 倍となる。 

地域集中給湯 
対象 100 世帯 

給湯量300l/世帯・日 

蒸 気

温 水 
84 

69,000kJ/ 

世帯･日 
50℃-60℃加温 

地域集中暖房 
集合住宅 100 世帯 蒸 気

温 水 

4,200 42,000kJ/世帯･h 冷房の場合は暖房時必要熱量×

1.2 倍となる。 個別住宅 100 世帯 8,400 84,000kJ/世帯･h 

温 水 プ ー ル 
25ｍ一般用・子供用

併設 

蒸 気

温 水 
3,240  

シャワー設備：給湯量 30ｍ３/８

h 

管理棟暖房：延床面積 350ｍ２ 

動植物用温室 延床面積 800ｍ２ 
蒸 気

温 水 
670 840kJ/ｍ２･h  

熱帯動植物用 延床面積 1,000ｍ２ 蒸 気 1,900 1,900kJ/ｍ２･h  

海 水 淡 水 化

設 備 

造水能力 

1,000ｍ３/日 

温 水 

蒸 気 

18,000 430kJ/造水１L 多重効用缶方式 

(26,000) 
（ 630kJ/ 造水１

L） 
(２重効用缶方式) 

施 設 園 芸 面積 10,000ｍ２ 
蒸 気

温 水 

6,300～

15,000 

630 ～ 1,500kJ/ ｍ
２･h 

 

野 菜 工 場 
サラダ菜換算 

5,500 株/日 
発 電 電 力 700kW   

ア イ ス

ス ケ ー ト 場 
ﾘﾝｸ面積 1,200ｍ２ 

吸 収

式

冷 凍

機  

6,500 5,400kJ/ｍ２･h 空調用含む滑走人員 500 名 
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７ 地域貢献 

周辺地域への貢献方策については、施設整備基本計画の段階で、地域要望や新たに整備する

広域処理施設の特性を踏まえて検討していくものとしますが、ここでは、地域における環境教

育及び環境学習拠点として、必要な機能を整理します。 

 

１） 環境教育・環境学習機能について 

広域処理施設の建設予定地には、リデュース・リユースを行うリサイクル展示場やリサイ

クル活用センターが設置されていますが、広域処理施設の整備にあたっては、これらの施設

機能を含め、環境教育・環境学習や、情報発信の拠点整備を行うことを想定し、方針を整理

します。 

また、広域処理施設には、両市の小学生や市民が訪れることを見据えた計画とします。 
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２） 両市の環境教育・環境学習に対する方針 

広域処理施設に求められる環境学習機能を検討するにあたり、両市の上位計画である環境

基本計画に定める方針のうち、広域処理施設の役割として関連する考え方について整理しま

す。 

第２次朝霞市環境基本計画では、「環境学習の環（環境教育・環境学習の推進）」に係る重

点的施策の柱として、「環境学習の推進・環境機会の充実」、「環境情報の発信」、「環境活

動団体の環づくり」が掲げられています。 

第２次和光市環境基本計画では、望ましい姿「環境を育てる心がつながるまち」のうち方

針３「環境活動に関する除法・人材・活動拠点の確保」における具体的施策として、「環境に

関する広報広聴活動の充実」、「環境学習・環境活動ための拠点づくり」、「環境活動に関す

る催し物・講演会・交流事業の開催」が掲げられています。 

 

出典：「第２次朝霞市環境基本計画（平成 24 年（2012 年）３月）」より抜粋 

図 ６-２２ 朝霞市の環境教育・環境学習に対する方針 
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出典：「第２次和光市環境基本計画改訂版（平成 28 年（2016 年）３月）」より抜粋 
図 ６-２３ 和光市の環境教育・学習に対する方針（１/２） 

 

  



第６章 施設基本構想 

148 

出典：「第２次和光市環境基本計画改訂版（平成 28 年（2016 年）3月）」より抜粋 

図 ６-２４ 和光市の環境教育・学習に対する方針（２/２） 
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３） 両市の環境教育・環境学習に対する方針を踏まえた基本方針 

両市の環境基本計画における方針を踏まえ、広域処理施設に求める環境教育・環境学習機

能の考え方を図 ６-２５に示します。 

 

図 ６-２５ 広域処理施設における環境教育・環境学習機能の基本方針 

 

  

•廃棄物処理における広域処理施設の役割を理解してもらうため、施設見学ル
ートを整備します。

•施設見学、体験学習等を通じて、目で見て・感じることを通じて真実を学習
し、自発的に行動を起こす"きっかけ"となる教育・学習機能を目指します。

環境教育・環境学習の拠点

•子どもだけでなく、施設を利用する全ての人々が、地球温暖化防止や、持続
可能な循環型社会形成推進への意識向上に資する情報収集ができる拠点とし
ます。

•施設モニタリングや周辺環境モニタリング等の結果・情報をわかりやすく発
信し、地域住民に信頼され、安心して受け入れられる施設とします。

環境に関する情報の収集・発信拠点

•３Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）や環境・資源問題について、理
解や関心を高めるための講演会や各種イベントを開催できる拠点とします。

•リデュース、リユースの促進に資する拠点を整備します。

住民の環境活動の拠点
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４） 環境学習コンテンツの分類 

他自治体の施設で導入されている環境教育・環境学習に資するコンテンツの事例について、

分類を整理し、表 ６-２２に示します。 

 

表 ６-２２ 環境学習コンテンツの分類 

 （１） （２） （３） （４） 

コ
ン
テ
ン
ツ 

・施設見学 ・映像、音響設備 

・展示コーナー 

・各種体験型設備 

・体験工房、 

・修理工房 

・リユース品等の 

展示コーナー、 

・フリーマーケット 

実
施
メ
ニ
ュ
ー 

・処理工程に沿った 

見学ルート 

・施設説明 

・体験型展示 

・施設模型 

・広域建設経緯  

・映像、図書による 

学習 

・パネル学習 

・実物展示 

・車両用充填ステー

ション   

・環境学習講座 

 （食ロス、３Ｒ） 

・ペットボトル工 

作 

・家具家電の修理  

         

・再生品、不要品の 

展示、交換・販売 

・フリーマーケット 

の開催     

必
要
設
備
等 

・場内見学ルート 

・会議室 

・視聴覚設備 

・施設模型、 

・施設説明ボード 

         

・映像、音響設備 

・図書資料 

・展示パネル 

・実物模型 

・充填スタンド   

・工房スペース 

（機械、工具類 

 作業台） 

・修理再生品の 

保管場所    

・展示販売スペース 

・搬入搬出スペース 

・展示台     

そ
の
他 

映像等の内容更新が

定期的に必要。 

映像等の内容更新が

定期的に必要。 

展示物等の陳腐化対

策が必要。 

工房人員として、シ

ルバー人材センター

をはじめとする地元

雇用の促進も期待で

きる。 

施設イベントの定期

開催とともにフリー

マーケットを実施す

るケースあり。 

地域におけるニーズ

など、集客性につい

て検討する必要があ

る。 
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（１）見学設備 

ごみ処理施設及びリサイクルセンターでは、処理工程に沿った見学者ルートを整備する

ことが多く見られます。 

見学者動線上に、パネル展示や実物大の機器の模型等を置くなどして、見学者の理解を

深める工夫をしている施設が多く、見学ルート各所に解説付きの情報パネルなどを設置す

る例も見られます。また、見学時のガイドとしてボランティアスタッフを雇う例も見られ

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自由に見学が可能な通路 

（ふじみ野市・三芳町環境センター） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ごみクレーンの実物大イラスト 

（ふじみ野市・三芳町環境センター） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

明るい見学者通路（ＡＩによるガイド説明） 

（武蔵野市クリーンセンター） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備機器の説明パネル（順路に沿って設置） 

（武蔵野市クリーンセンター） 
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（２）活動の場（施設見学のほかにも多用途で活用できる諸室） 

施設見学者への説明や、研修、講演会などに利用される会議室・多目的室は環境学習施

設には概ね備わっている状況です。大・小複数の部屋があり、目的に応じて一般の方も利

用できる事例もあります。現在ではプロジェクターなどの設備が備わっている例が多く見

られます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会議室 

（朝霞市リサイクルプラザ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工作室 

（朝霞市リサイクルプラザ） 
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（３）各種展示コーナー・各種体験型設備 

各種展示コーナーでは、分別や実際に自分達が出しているごみの量などが可視化できる

形での展示などがあり、こども達が自然と興味をひくようなものにすることが望ましく、

最近の事例では、ＣＧ映像やＡＲ技術の導入や、デジタルサイネージ（電光掲示板）によ

る掲示物の陳腐化防止対策等が図られています。また、熱回収施設で発電した電力を活用

した充電スタンドの設置例などもあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地球温暖化に関する情報発信・啓発展示 

（川越市資源化センター） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アルミ缶とスチール缶の体験型展示 

（ふじみ野市・三芳町環境センター） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ごみ分別啓発模型の展示 

（さいたま市桜環境センター） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設模型と建設経緯パネルの掲示 

（ふじみ野市・三芳町環境センター） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ごみ排出量の推移とごみ処理経費の展示 

（さいたま市桜環境センター） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

周辺公共施設への熱供給イメージ 

（武蔵野市クリーンセンター） 
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（４）体験工房・修理工房 

こどもや親子連れ、一般市民向けに工作、実験などを行うスペースを設ける例もありま

す。社会化見学向けに体験メニューを用意したり、こどもの夏休みの宿題が出来るような

場を提供したり、多くはこどもの環境学習を狙いとした施設が多く見られます。 

一方、主婦や地域の環境団体などによる、体験・工作・調理体験なども行う例もありま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リサイクル工房での自転車修理・販売 

（ふじみ野市・三芳町環境センター） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工作活動などの工房「さくらラボ」 

（さいたま市桜環境センター） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

雑貨、図書、家具等の不要品の販売 

（川越市資源化センター） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家具の不要品や修理品の販売 

（ふじみ野市・三芳町環境センター） 
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８ 事業手法 

ごみ処理施設の建設及び維持管理運営は、安定的かつ効率的に行っていくことが必要であ

り、これまでの発注方式にとらわれず、民間ノウハウを活用したＰＦＩ5等の手法についても

視野に入れ、検討を行っていく必要があります。 

このことは、本事業で活用を想定している循環型社会形成推進交付金（環境省）の交付要

件にも平成 31 年（2019 年）４月に新たに追加されているため、施設整備基本計画の段階で具

体的な検討を行いますが、ここでは考えられる事業手法について、事例と合わせて整理しま

す。 

 

１） 事業方式の整理 

（１）想定される事業方式 

ごみ処理施設整備及び運営事業において、想定される事業方式は次のとおりです。 

① 従来方式（公設公営方式） 

公共が起債や補助金等により自ら資金調達し、設計、建設及び運営の業務について、

業務ごとに民間事業者に請負、委託契約として発注する方式です。 

 

 
図 ６-２６ 従来方式（公設公営方式）の事業スキーム 

  

 
5 民間の資金と経営能力、技術力（ノウハウ）を活用し、公共施設等の設計、建設、改修、更

新及び運営を行う公共事業の手法です。 
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② 公設＋長期包括委託方式（ＤＢ＋Ｏ方式） 

従来方式（公設公営方式）のうち、運営業務について、民間事業者に長期にわたり包

括的に委託する方式です。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 ６-２７ 公設＋長期包括委託方式（ＤＢ＋Ｏ方式）の事業スキーム 
※ 特別目的会社（SPC:Special Purpose Company）とは、本事業の実施のために設立される事業会社です。特

定の事業から生み出されるキャッシュフローを親会社の信用力と切り離すことがポイントであり、その独立

性を確保するために設立されます。特に、プロジェクト・ファイナンスである PFI 方式で設立されますが、

事業期間が長期間となる長期包括委託や DBO 方式の場合でも設立されることが多くなっています。 

 

 

③ ＤＢＯ方式（Design Build Operate） 

公共が資金調達し、公共が所有権を有したまま、施設の設計、建設及び運営を民間事

業者に包括的に委託する方式です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
図 ６-２８ ＤＢＯ方式の事業スキーム 

 

 

維持管理企業 

出資 出資 配当 配当 

組合 

建設工事 

請負契約 

ＳＰＣ※ 
（特別目的会社） 

長期包括 

委託契約 

廃棄物処理施設 

設計・建設企業 
（建設 JV） 

運営企業 

・維持管理 

・運営 

（長期に渡り運営） 

施設の 

設計・建設 

◆施設所有権 
常に公共が施設を所有する。 
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④ ＰＦＩ方式（Private Finance Initiative） 

民間の資金と経営能力、技術力（ノウハウ）を活用し、公共施設等の設計、建設、改

修、更新及び運営を行う公共事業の手法で、以下の性格を有しており、財産の所有や、

事業終了時の形態の違いによって、主に３つの方式に分類されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ ＢＴＯ方式（Build Transfer Operate） 

民間事業者が資金調達及び設計、建設を行い、建設した直後に建物の所有権 

を公共に移転し、その後、契約に基づき民間事業者が運営を行う方式。 

 

・ ＢＯＴ方式（Build Operate Transfer） 

民間事業者が資金調達、設計、建設及び運営を行い、契約期間終了後に建物 

の所有権を公共に移転する方式。 

 

・ ＢＯＯ方式（Build Own Operate） 

民間事業者が資金調達、設計、建設及び運営を行い、契約期間終了後に民間 

事業者は施設を解体・撤去し、更地返還する方式。 
  

PFI 事業の性格（５原則３主義） 

公共性の原則 

・ 公共性のある事業であること。 

民間経営資源活用原則 

・ 民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用すること。 

効率性原則 

・ 民間事業者の自主性と創意工夫を尊重することにより、効率的かつ効果的 

に実施すること。 

公平性原則 

・ 特定事業の選定、民間事業者の選定において公平性が担保されること。 

透明性原則 

・ 特定事業の発案から終結に至る全過程を通じて透明性が確保されること。 

 

客観主義 

・ 各段階での評価決定について客観性があること。 

契約主義 

・ 公共施設等の管理者等と選定事業者との間の合意について、明文により、 

当事者の役割及び責任分担等の契約内容を明確にすること。 

独立主義 

・ 事業を担う企業体の法人格上の独立性又は事業部門の区分経理上の 

独立性が確保されること。 

（内閣府ホームページより） 
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図 ６-２９ ＢＴＯ方式の事業スキーム 

 

 
図 ６-３０ ＢＯＴ方式の事業スキーム 
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図 ６-３１ ＢＯＯ方式の事業スキーム 
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（２）過去事例調査 

過去の先行類似事例の事業方式等について、次に整理します。 

① 埼玉県内における直近５年間の事例 

 
表 ６-２３ 埼玉県内の先行事例における事業方式 

（平成 26 年（2014 年）度以降に竣工した施設） 

No 事業名称 管理主体 事業方式 施設竣工年 

維持管理

・ 

運営期間 

処理方式 

１ さいたま市桜環境センター さいたま市 ＤＢＯ H27.４ 15 年間 シャフト式 

２ 
ふじみ野市・三芳町 

環境センター 
ふじみ野市 ＤＢＯ H28.４ 15 年間 ストーカ式 

３ 第二工場ごみ処理 
東埼玉資源

環境組合 
ＤＢＯ H28.４ 20 年間 シャフト式 

４ 飯能市クリーンセンター 飯能市 
従来 

（直営） 
H29.12 運転委託 ストーカ式 
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② 先行類似事例におけるＤＢＯ方式での実施事例 

 
表 ６-２４ ＤＢＯ方式での先行事例（平成 26 年（2014 年）度以降に竣工した施設・事業（予定含む））各公募書類より抜粋 ※ 実施方針公順 

No 事業名称 管理主体 選定方式 
収入形

態※１、２ 

実施方針公表 

【施設竣工年】 

維持管理

・運営期間 
処理方式等 

１ さいたま市新クリーン

センター整備事業 

さいたま市 総合評価 

一般競争入札 

混合型 H20.11 

【H27.４】 

15 年間 シャフト式ガス化溶融炉×２炉（380ｔ/日） 

●リサイクル施設併設 

●余熱体験施設(温浴施設)併設 

２ 阿南市ごみ処理施設整

備・運営事業 

徳島県阿南市 総合評価 

一般競争入札 

混合型 H21.２ 

【H26.４】 

20 年間 ストーカ式焼却炉＋灰溶融炉 

×２炉（96ｔ/日） 

●リサイクル施設併設：不燃・粗大ごみ処理

設備、資源ごみ処理設備、ストックヤード 

３ 青森市清掃施設（新ご

み処理施設）建設事業

及び運営事業 

青森県青森市 総合評価 

一般競争入札 

混合型 H21.12 

【H27.４】 

20 年間 流動床式ガス化溶融炉×２炉（300ｔ/日） 

●破砕処理施設（破砕選別処理施設）併設 

４ 西秋川衛生組合ごみ処

理施設整備・運営事業 

西秋川衛生組合

（東京都） 

総合評価 

一般競争入札 

混合型 H22.１ 

【H26.４】 

20 年間 流動床式ガス化溶融炉（２系列）（117ｔ/日） 

●破砕処理施設（不燃粗大ごみ処理設備） 

併設 

●リサイクル施設併設 

５ （仮称）新南部工場施

設整備・運営事業 

福岡都市圏南部

環境事業組合 

総合評価 

一般競争入札 

混合型 H22.５ 

【H28.４】 

25 年間 ストーカ式焼却方式（連続運転式） 

×３炉（510ｔ/日） 

６ 都城市クリーンセンタ

ー建設・維持管理事業 

宮崎県都城市 総合評価 

一般競争入札 

サービス

購入型 

H22.９ 

【H27.２】 

20 年 

1 ヶ月間 

全連続燃焼式ストーカ炉方式 

（灰溶融設備なし）×２炉（230ｔ/日） 

７ 広域ごみ処理施設整

備・運営事業 

栃木県芳賀地区

広域行政事務組

合 

総合評価 

一般競争入札 

不明 未公表 

【H26.４】 

20 年間 流動床式ガス化溶融方式×２炉（143ｔ/日） 

●リサイクル施設併設 

８ 萩・長門清掃一部事務

組合新清掃工場整備・

運営事業 

萩・長門清掃一

部事務組合 

（山口県） 

総合評価 

一般競争入札 

サービス

購入型 

H23.２ 

【H27.４】 

20 年間 ストーカ方式（２系列）（104ｔ/日） 
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No 事業名称 管理主体 選定方式 
収入形

態※１、２ 

実施方針公表 

【施設竣工年】 

維持管理

・運営期間 
処理方式等 

９ 甲府・峡東地域ごみ処

理施設整備事業及び運

営事業 

甲府・峡東地域

ごみ処理施設事

務組合（山梨県） 

総合評価 

一般競争入札 

混合型 H23.３ 

【H29.４】 

20 年間 流動床式ガス化溶融炉×３炉（369ｔ/日） 

●リサイクル施設併設 

10 熊本市新西部環境工場

整備及び運営事業 

熊本市 総合評価 

一般競争入札 

サービス

購入型 

H23.３ 

【H28.３】 

20 年間 全連続燃焼式ストーカ方式×２炉（280ｔ/日） 

11 村上市新ごみ処理場整

備・運営事業 

新潟県村上市 総合評価 

一般競争入札 

混合型 H23.７ 

【H27.３】 

約 20 年間 全連続燃焼ストーカ式×２炉（94ｔ/日） 

●破砕処理施設（粗大ごみ処理施設）併設 

12 四日市市新総合ごみ処

理施設整備・運営事業 

 

三重県四日市市 総合評価 

一般競争入札 

混合型 H23.８ 

【H28.４】 

20 年間 シャフト式ガス化溶融炉×３炉（336ｔ/日） 

●破砕処理施設併設 

13 （仮称）岩手中部広域

クリーンセンター整備

及び運営事業 

岩手中部広域行

政組合 

総合評価 混合型 H23.８ 

【H27.10】 

20 年 

６ヶ月間 

ストーカ炉（×２炉）＋セメント資源化方式

（55,817ｔ/年，182ｔ/日） 

14 津山圏域クリーンセン

ター施設建設・運営事

業 

津山圏域資源循

環施設組合（岡

山県） 

総合評価 

一般競争入札 

サービス

購入型 

H23.12 

【H27.２】 

20 年間 ストーカ式焼却×２炉 

（128ｔ/日（災害ごみ等含む）） 

●リサイクル施設併設 

15 西海市エネルギー回収

推進施設整備・運営事

業 

長崎県西海市 総合評価 

一般競争入札 

混合型 H24.１ 

【H27.４】 

15 年間 炭化方式×２炉（30ｔ/日） 

16 第１期エネルギー回収

推進施設整備・運営事

業 

小山広域保健衛

生組合(栃木県) 

総合評価 

一般競争入札 

サービス

購入型 

H24.２ 

【H28.10】 

20 年 

６ヶ月間 

全連続燃焼ストーカ式（廃熱ボイラ付） 

１系列（70ｔ/日） 

17 （仮称）ふじみ野市・

三芳町環境センター整

備・運営事業 

埼玉県ふじみ野

市 

総合評価 

一般競争入札 

サービス

購入型 

H24.３ 

【H28.10】 

14 年 

５ヶ月間 

全連続式ストーカ炉×２炉（142ｔ/日） 

●リサイクルセンター（破砕・選別系列、 

積替系列、保管系列）併設 

●余熱利用施設（温浴施設）併設 

18 船橋市北部清掃工場整

備・運営事業 

千葉県船橋市 総合評価 

一般競争入札 

サービス

購入型 

H24.３ 

【H29.４】 

15 年間 全連続燃焼式（ストーカ式）×３炉（381ｔ/日） 

●破砕処理施設（粗大ごみ処理施設）併設 

●余熱利用施設（温浴施設）併設 
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No 事業名称 管理主体 選定方式 
収入形

態※１、２ 

実施方針公表 

【施設竣工年】 

維持管理

・運営期間 
処理方式等 

19 新武蔵野クリーンセン

ター（仮称）整備運営

事業 

東京都武蔵野市 総合評価 

一般競争入札 

サービス

購入型 

H24.３ 

【H29.４】 

20 年間 ストーカ方式（２系列）（120ｔ/日） 

●破砕処理施設（不燃・粗大ごみ処理施設）

併設 

20 小諸市新ごみ焼却施設

建設及び運営事業 

長野県小諸市 総合評価 

一般競争入札 

サービス

購入型 

H24.３ 

(一時中断) 

H24.７再開 

【H28.１】 

15 年 

３ヶ月間 

ストーカ式または流動床式（１炉）（24ｔ/日） 

●リサイクル施設併設 

21 久留米市北部一般廃棄

物処理施設整備・運営

事業 

福岡県久留米市 総合評価 

一般競争入札 

混合型 H24.４ 

【H28.４】 

20 年間 ストーカ炉×２基＋灰セメント化（163ｔ/日） 

●破砕処理施設（破砕選別施設/工場棟）併設 

●貯留ヤード（工場棟）併設 

●リサイクルセンター併設 

 

22 長与・時津環境施設組

合熱回収施設整備・運

営事業 

長崎県長与・時

津環境施設組合 

総合評価 

一般競争入札 

サービス

購入型 

未公表 

【H27.４】 

20 年間 竪型ストーカ炉×２炉（54ｔ/日） 

●その他施設：堆肥化施設、破砕＋貯留、 

雨水利用施設、ストックヤード 

 

23 クリーンプラザよこて

整備及び運営事業 

秋田県横手市 総合評価 

一般競争入札 

混合型 H24.７ 

【H28.４】 

20 年間 ストーカ式焼却炉＋灰資源化（場外） 

×２系列（95ｔ/日） 

●リサイクルセンター、ストックヤード併設 

 

24 近江八幡市新一般廃棄

物処理施設整備及び運

営事業 

滋賀県近江八幡

市 

総合評価 

一般競争入札 

※入札中止

後、総合評価

型プロポーザ

ルに変更 

サービス

購入型 

H24.９ 

【H28.８】 

20 年 

１ヶ月間 

ストーカ式又は流動床式燃焼方式 

（24,293ｔ/年） 

●リサイクル施設併設 

25 第二工場ごみ処理施設

建設・運営事業  

東埼玉資源環境

組合 

一般競争入札

※落札者決定

基準なし 

サービス

購入型 

未公表 

【H28.４】 

20 年間 ガス化方式直接溶融型コークスベッド形 

（２系列）（297ｔ/日） 
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No 事業名称 管理主体 選定方式 
収入形

態※１、２ 

実施方針公表 

【施設竣工年】 

維持管理

・運営期間 
処理方式等 

26 （仮称）仙南クリーン

センター整備運営事業  

仙南地域広域行

政事務組合 

(宮城県) 

総合評価 

一般競争入札 

混合型 H24.10 

【H29.３】 

 

15 年間 全連続式×２系列（200ｔ/日） 

●管理棟、計量棟、ストックヤード 

（別棟とする場合） 

●最終処分場の延命化 

27 北但広域ごみ・汚泥処

理施設整備事業 

北但行政事務組

合（兵庫県） 

総合評価 

一般競争入札 

サービス

購入型 

H24.10 

【H28.４】 

20 年間 ストーカ方式×２炉（142ｔ/日） 

●リサイクル施設（リサイクルセンター）、 

管理棟（環境啓発機能を含む）、計量棟、 

ストックヤード 等併設 

28 八代市環境センター施

設整備・運営事業 

熊本県八代市 総合評価 

一般競争入札 

混合型 H24.10 

【H30.４】 

20 年間 焼却方式（ストーカ式）又はガス化溶融方式

（シャフト式、流動床式）×２炉（134ｔ/日） 

●マテリアルリサイクル推進施設併設 

 （ストックヤード含む） 

※基本・実施設計のみ。施工・運営は市。 

29 長崎市新西工場整備運

営事業 

長崎県長崎市 総合評価 

一般競争入札 

サービス

購入型 

H24.11 

【H28.10】 

15 年間 全連続燃焼式ストーカ方式×２炉（240ｔ/日） 

30 湖周地区ごみ処理施設

整備事業 

湖周行政事務組

合（長野県） 

総合評価 

一般競争入札 

サービス

購入型 

H25.２ 

【H28.７】 

20 年間 全連続燃焼ストーカ式×２炉（110ｔ/日） 

31 今治市新ごみ処理施設

整備・運営事業 

愛媛県今治市 総合評価 

一般競争入札 

サービス

購入型 

H25.４ 

【H30.４】 

20 年間 焼却方式（ストーカ式）×２炉（174ｔ/日） 

●リサイクルセンター併設 

32 上越市廃棄物処理施設

整備及び運営事業 

新潟県上越市 総合評価 

一般競争入札 

サービス

購入型 

H25.７ 

【H29.10】 

20 年 

６ヶ月間 

全連続燃焼ストーカ式×２炉（170ｔ/日） 

33 エネルギー回収施設

（立谷川）建設及び運

営事業 

山形広域環境事

務組合 

総合評価 

一般競争入札 

サービス

購入型 

H25.11 

【H29.10】 

本件施

設：３年

６ヶ月間 

複合施

設：17 年

間 

流動床式ガス化溶融方式×２炉（150ｔ/日） 

※本件施設：民間事業者がエネルギー回収施設 

※複合施設：マテリアルリサイクル推進施設

と本件施設を複合した施設であり、平成 33

年４月以降民間事業者が運営・維持管理す

る施設 

34 折居清掃工場更新施設

整備運営事業 

城南衛生管理組

合（京都府） 

総合評価 

一般競争入札 

サービス

購入型 

H25.12 

【H30.４】 

20 年間 全連続燃焼式ストーカ方式×２炉（115ｔ/日） 
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No 事業名称 管理主体 選定方式 
収入形

態※１、２ 

実施方針公表 

【施設竣工年】 

維持管理

・運営期間 
処理方式等 

35 （仮称）次期ごみ処理

施設整備・運営事業 

南信州広域連合 公募型 

プロポーザル 

サービス

購入型 

H26.３ 

【H29.12】 

20 年間 全連続燃焼式ストーカ炉×２炉（93ｔ/日） 

36 小松市新ごみ処理施設

整備事業及び運営事業 

石川県小松市 公募型 

プロポーザル 

サービス

購入型 

H26.７ 

【H30.７】 

20 年間 全連続燃焼式（ストーカ方式） 

×２炉（110ｔ/日） 

37 エネルギー回収施設

（川口）建設及び運営

事業 

山形広域環境事

務組合 

総合評価 

一般競争入札 

混合型 H26.12 

【H30.12】 

20 年間 流動床式ガス化溶融方式×２炉（150t/日） 

38 塩谷広域行政組合次期

環境施設整備及び運営

事業 

塩谷広域行政組

合（栃木県） 

総合評価 

一般競争入札 

サービス

購入型 

H26.９ 

【H30.11】 

20 年間 全連続燃焼式（ストーカ式）×２炉（114t/日） 

発電設備：設置無し 

●マテリアルリサイクル推進施設 

39 （仮称）長野広域連合

Ａ焼却施設整備及び運

営事業 

長野広域連合 公募型 

プロポーザル 

不明 H26.７ 

【H31.３】 

20 年間 【高効率発電施設】 

・ストーカ式（全連続運転式）３系列 

（405t/日） 

・電気式灰溶融炉を併設（22t/日） 

・発電効率 18.5％以上 

※１ サービス購入型は、公共が事業にかかる費用全てを民間事業者に支う方式 

※２ 混合型は、売電や有価物の販売による収入により一部費用を賄う方式 
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③ 先行類似事例におけるＰＦＩ方式での実施事例 

 
表 ６-２５ ＰＦＩ方式（ＢＴＯ方式）での先行事例（直近５年以内に竣工した施設・事業） 

No 事業名称 管理主体 選定方式 収入形態 
実施方針公表 

【施設竣工年】 

維持管理

・運営期間 
処理方式等 

１ 

（仮称）御殿場市・小山

町広域行政組合ごみ焼

却施設整備及び運営事

業 

御殿場市・小山

町広域行政組合

（静岡県） 

総合評価 

一般競争入札 

サービス

購入型 

初 H20.12 

再 H22.10 

【H27.４】 

20 年間 ストーカ式焼却×２炉（143ｔ/日） 

 ※１ サービス購入型は、公共が事業にかかる費用全てを民間事業者に支う方式 
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第７章 跡地利用計画 

第５章での検討を踏まえると、広域処理施設の整備後に新たなごみ処理施設を整備する場合、

両市の既存のごみ処理施設の敷地以外で、新たな建設用地を確保することは容易ではありませ

ん。よって、両市の既存のごみ処理施設の跡地利用については、新たなごみ広域処理施設の建

設用地としての活用が期待されます。 

本章では、将来的に全てのごみ種を広域処理対象とすることを踏まえ、既存のごみ処理施設

の跡地を利用した広域シナリオ（案）を、現状の土地利用と併せて整理します。現状及び広域

シナリオ（案）を図 ７-１及び図 ７-２に示します。 

広域処理施設の建設予定地内には、和光市のプラスチック・ペットボトルを中間処理してい

る施設があるため、広域処理施設の整備に遅れが生じないよう、民間事業者へのヒアリング等

を踏まえた設計・工事期間を考慮し、あらかじめ、和光市のプラスチック・ペットボトルの中

間処理の機能移転または外部委託等への切替えの検討が必要となります。 

令和10年（2028年）度稼働予定の広域処理施設を整備した後は、朝霞市にびん・かん、プラ

スチック・ペットボトルの処理施設（以下「広域再資源化施設」という。）を整備することを

想定します。整備の方法については、朝霞市の可燃（休止施設及び現クリーンセンター）、不

燃・粗大ごみ処理施設の解体を行い、解体後の跡地に広域再資源化施設を整備する場合と、朝

霞市の既存施設（びん・かん処理施設、プラスチック・ペットボトル処理施設）を活用し、広

域再資源化施設とする場合が想定されます。広域再資源化施設が整備された後は、現和光市清

掃センターの解体が可能となります。 

次に、「朝霞市・和光市ごみ広域処理に関する基本合意書」に基づき、次期広域処理施設を

朝霞市クリーンセンター内に整備する場合、令和10年（2028年）度稼働予定の広域処理施設の

運営期間を30年とすると、敷地内にある各処理施設について、令和35年（2053年）ごろまでに

解体が完了している必要があります。 

また、朝霞市クリーンセンター敷地にある広域再資源化施設を解体するためには、朝霞市に

整備する次期広域処理施設の整備よりも前に、和光市現清掃センター跡地に次期広域再資源化

施設を整備することが想定されることから、和光市現清掃センター跡地も、設立予定の一部事

務組合の財産とし、活用することが望ましいと考えられます。 

以上より、令和35年（2053年）ごろまでに、次期広域再資源化施設の整備及び広域再資源化

施設の解体を完了させ、令和40年（2058年）以降を目指し、朝霞市に次期広域処理施設を整備

することを想定します。 

また、和光市現清掃センターの跡地や、朝霞市現クリーンセンター（休止施設及び現施設）

の跡地に、何らかの施設が整備されない期間が生じることになりますが、災害廃棄物の仮置き

場等に活用することなども考えられます。 
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図 ７-１ 両市の現状（模式図）  

清掃センター
（可燃、不燃・粗
大、びん・かん）

旧焼却場
（プラPET）

【 現 在 】

※ プラPETの外部委託、
ヤードの確保を検討する。

ごみ焼却施設【現施設】
（可燃(現)）

ごみ焼却施設【休止施設】
（可燃(旧)）

プラスチック類処理施設
（プラPET）

粗大ごみ処理施設
（不燃・粗大）

空き缶資源化施設
（びん・かん）

朝霞市クリーンセンター敷地 和光市建設予定地

和光市現清掃センター敷地

※ 括弧内の名称は、本章の図表内で用いる略称です。
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図 ７-２ 跡地利用を見据えた広域シナリオ 

 

可燃、
不燃・粗大
びん・かん

広域処理施設可燃
(現)

プラPET可燃
(旧)

不燃・粗大

びん・かん
※ 可燃、不燃・粗大の広域
処理施設を稼働する。

※ 旧焼却場は、広域処理施設の
整備と合わせて解体する。

【令和10年】

※ 広域処理施設稼働により
朝霞市の可燃、不燃・粗大
施設が解体可能となる。

※ 解体前に計量設備、受電設備、
事務所の代替機能を確保する。

可燃、
不燃・粗大
びん・かん

広域処理施設

プラPET

びん・かん

広域再
資源化
施設

※ びん・かんの共同処理開始に
より和光市清掃センターの
解体が可能となる。

可燃
(現)

プラPET可燃
(旧)

不燃・粗大

びん・かん

【令和11年以降】

※ 広域再資源化施設を整備する場合、
朝霞市のびん・かん、プラPET施設
が解体可能となる。

※ 朝霞市の既存施設を活用して
びん・かん、プラPETを共同処理
する場合、朝霞市のびん・かん、
プラPET施設の変更届等が必要となる。

次期広域
再資源化

施設

広域処理施設

※ 朝霞市のびん・かん、プラPET施設の解体が可能となる。

広域再
資源化
施設

プラPET

びん・かん

広域処理施設

次期広域
処理施設

【令和35年ごろ】

※ 朝霞市に次期広域処理施設を
整備するため、先行して
次期広域再資源化施設を稼働する。

※ 朝霞市に整備予定の次期広域
処理施設整備よりも前に、
和光市現清掃センター跡地へ
次期再資源化施設を整備する
ことが想定されることから、
和光市現清掃センター跡地も、
組合の財産とすることが望ましい。

※ 可燃、不燃・粗大の次期
広域処理施設を稼働する。 ※ 可燃、不燃・粗大の次期広域

処理施設稼働開始により、
和光市の可燃、不燃・粗大
施設が解体可能となる。

【令和40年以降】

和光市現清掃センター敷地

和光市建設予定地

朝霞市クリーンセンター敷地

※ 破線は、解体可能な施設を示しています。

次期広域
再資源化

施設



























 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ごみ処理広域化基本構想（案） 

令和２年（2020 年）５月 

 

朝霞市・和光市ごみ処理広域化協議会 
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